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発行：2025年 1月 1日 

★掲載の講座のお申し込み・問い合わせ先： 

公益社団法人 ふくい・くらしの研究所 

    

Tel. ０７７６－５２－０６２６                         

HP http://www.kuranavi.jp  

 

福井県消費生活センター メールマガジン より 

 

チケット転売サイト 

～譲渡禁止など規約の確認を～  

「チケット転売仲介サイトでコンサートチケットを

購入した。チケットが届いたので、県外の会場まで

行ったが、身分証を求められ、（購入者本人でないた

め）入場できなかった。出品者に苦情を伝えた 

が、返金してもらえない」という相談が寄せられま

した。 

 チケットの中には、規約において第三者への譲渡、

転売などが禁止されている場合があります。また入

場時に、公式サイトからの購入であることを確認す

るために、本人確認を求められることもあります。

この他、ＳＮＳで転売を持ちかけられ、支払った後

に連絡が途絶えたという個人間のトラブルもありま

す。 

 チケットを購入するときは、サイトが公式かどう

か確認しましょう。また興行主や主催者が定めるチ

ケットの規約も事前に確認してください。チケット

の不正転売は禁止されているので、絶対にしないよ

うにしましょう。 

 

≪朝日新聞 令和 6年 12月 6日掲載≫ 

調味料にもこだわりたい方、何か手作りしてみたい方、

麹にはこだわりがある 「手作りみそ」 講座にぜひご

参加ください。  

時間 :13:15～17：00 

講師：出倉弘子氏 

参加費：2500円～3000円（材料の値段により変動） 

★お持ち帰り用の容器をご用意ください。 

「カフェ」ではなく、「喫茶店」。 

なつかしいメニューの味を再現して楽しみましょう。

ナポリタンを予定しています。 

時間：10：00～13：00 

講師：出倉弘子氏  

参加費：1800円（くらなび会員は 1500円） 

★エプロン、ハンドタオル、筆記用具をお持ちください 

消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活に関わりの深いテーマをコンパクトにまとめた、国民生活センター

発行の【くらしの豆知識】からのミニテストです。（答えは右下に） 

①～③の文は、正しい？ 間違い？ 

 

① スマホなどのサブスク（定額制サービス）アプリの契約は、アプリを削除するだけでは解約できません。 

 

② 店舗外での契約期間１年を超える生命保険・損害保険等の契約は、クーリング・オフ制度がありますが、銀行

での契約も、保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合はこれに該当します。 

 

③ ネット通販で契約が成立するのは、商品の申し込みボタンをタップ（クリック）したときです。 

http://www.kuranavi.jp/

